
用務
番号

用務先住所　・　用務先名
　用務先前路上以外の
　予定駐車場所（路上）の住所

反復する用務日
（曜日での記載可）

駐車時間

1
千代田区隼町２番３号
隼ビル１階
セブンマート隼町店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　

　　 　　　　　１５分間

2
千代田区平河町１丁目２番４号
平河町ビル１階
セブンマート平河町店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　　 　　　　　１５分間

3
千代田区紀尾井町３番４号
紀尾井町ビル３階
セブンマート紀尾井町店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

水・金

　　 　　　　　１５分間

4
千代田区麹町４丁目２番１号
麹町ビル１階
セブンマート麹町店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　　 　　　　　１５分間

5
千代田区飯田橋４丁目３番２号
飯田橋ビル８階
セブンマート飯田橋店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　　 　　　　　１５分間

6
千代田区三崎町３丁目２番８号
セブンマート本部第一ビル１階
セブンマート三崎町店

千代田区三崎町３丁目１番１号
セブンマート本部第二ビル前

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　　 　　　　　４５分間

7
中央区八重洲２丁目２番３号
八重洲ビル地下１階
セブンマート八重洲店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　　 　　　　　１５分間

8
中央区新川３丁目１番５号
新川ビル１階
セブンマート新川店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

　　　　月・水・金

　　 　　　　　１５分間

9
大田区大森中２丁目１番５号
大森中ビル１階
マートブレッド大森中店

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）

月・水・金

　　 　　　　　３０分間

　

　　　　　　　　　　　　    （先路上）
　　 　　　　　　　　分間

　

この書類は駐車許可証と一体をなすものである。

　　　　　　　年　　　月　　　日　警視庁　　　　　　警察署長

　　 ・　運行開始後に日を跨ぐ場合、「反復する用務日」欄に翌日を記載しないでください。

注　・　※印の欄は、警察職員が記載します。　

別紙3　一括許可表

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　括　許　可　表　　　　　　　（第　　             　　号）

※ 用務日の   　　時　  　　分 から 　　時　  　分 まで □ 及び緊急訪問時 の許可（２４時制）

運行開始予定　20時　45分　運行終了予定　2時　30分 　□　及び緊急訪問時（２４時制）

運行開始から日を跨ぐ場合

は、翌日を記載しないでくだ

さい。

用務先前路上の駐車を予定しない場

合は、他の駐車場所（路上の場合の

み）を詳細に記載してください。

余白は斜線を引いてください。

訪問診療等において、人

の生命、身体に関わる緊

急対応に従事する疎明資

料がある場合はチェックし

てください。

１回の駐車時間を記載し

てください。記載時間を

超える駐車は取締りの

対象です。


